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広報せたな　平成２７年７月号

ご
利
用
く
だ
さ
い
　
　
　
        

北
檜
山
職
業
相
談
室
か

ら
の
お
知
ら
せ

　
雇
用
保
険
受
給
手
続
か
ら
認

定
・
給
付
ま
で
、
ご
本
人
の
申
し

出
に
よ
り
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
八
雲

で
受
付
が
で
き
ま
す
の
で
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

　
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
函
館
・
北
檜
山

職
業
相
談
室
へ
の
７
月
の
職
員

派
遣
日
は
次
の
と
お
り
で
す
。

大
成
区
の
方
の
管
轄
は
江
差
出

張
所
と
な
り
ま
す
。

●
派
遣
日
時

・
７
月
１
日
鐘
 　
時
～
　
時

13

17

  ※
雇
用
保
険
の
支
給
手
続
き
及
び
説
明
会

を
実
施
す
る
た
め
混
雑
し
ま
す
の
で
時

間
に
余
裕
を
持
っ
て
お
越
し
く
だ
さ
い
。

・
７
月
２
日
障
 ９
時
～
　
時
12

問
 北
檜
山
職
業
相
談
室

　
殺
0
1
3
7
・
8
4
・
5
7
2
4

問
 ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
八
雲

　
殺
0
1
3
7
・
6
2
・
2
5
0
9

問
 ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
江
差

　
殺
0
1
3
9
・
5
2
・
0
1
7
8

ご
相
談
く
だ
さ
い
　
　
　
        

函
館
弁
護
士
会
に
よ
る

法
律
相
談
の
お
知
ら
せ

　
函
館
弁
護
士
会
で
は
、
弁
護

士
に
よ
る
法
律
相
談
を
行
っ
て

い
ま
す
。（
相
談
無
料
・
予
約
制
）

●
日
時
（
７
月
～
９
月
分
）

・
７
月
　
日
鞘
 　
時
～
　
時

10

13

16

・
８
月
　
日
鞘
 　
時
～
　
時

14

13

16

・
９
月
　
日
鞘
 　
時
～
　
時

11

13

16

●
相
談
件
数
／
6
件

●
場
所
／
ふ
れ
あ
い
プ
ラ
ザ

問
 函
館
弁
護
士
会

殺
0
1
3
8
・
4
1
・
0
2
3
2

ご
利
用
く
だ
さ
い
　
　
　
         

函
館
裁
判
所
出
張
手
続

案
内
の
お
知
ら
せ

　
函
館
裁
判
所
か
ら
職
員
が
出

張
し
住
民
の
皆
さ
ん
を
対
象
と

し
た
出
張
手
続
案
内
を
行
い
ま

す
。（
相
談
無
料
・
予
約
制
）

●
日
時

・
８
月
　
日
障
　
時
～
　
時

13

１３

16

●
場
所
／
瀬
棚
総
合
福
祉
セ
ン

タ
ー
や
す
ら
ぎ
館

●
予
約
方
法

・
８
月
６
日
障
ま
で
に
函
館
地
方

裁
判
所
事
務
局
総
務
課
長
ま
で

電
話
で
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

問
 函
館
地
方
裁
判
所

　
殺
0
1
3
8
・
3
8
・
2
3
7
2

ご
相
談
く
だ
さ
い
　
　
　
        

司
法
書
士
に
よ
る
無
料

相
談
の
お
知
ら
せ

　
相
続
・
贈
与
・
売
買
・
会
社
設

立
・
債
務
整
理
・
成
年
後
見
な
ど

心
配
ご
と
に
つ
い
て
ご
相
談
く

だ
さ
い
。（
相
談
無
料
・
予
約
制
）

●
日
時

・
７
月
８
日
鐘
 　
時
～
　
時

１０

１２

●
予
約
締
切

・
７
月
３
日
鞘
 ※
先
着
４
名
ま
で

●
場
所
／
ふ
れ
あ
い
プ
ラ
ザ

●
担
当
相
談
員

・
司
法
書
士
　
森
　
奈
津
美

問
 役
場
総
務
課
総
務
係

　
殺
0
1
3
7
・
8
4
・
5
1
1
1

ご
利
用
く
だ
さ
い
　
　
　
         

知
っ
て
ま
す
か
？
道
の

「
苦
情
審
査
委
員
制
度
」

　
道
が
行
っ
た
業
務
や
制
度
の

内
容
を
審
査
す
る
制
度
が
「
北
海

道
苦
情
審
査
委
員
制
度
」
で
す
。

　
皆
さ
ん
に
代
わ
っ
て
「
苦
情
審

査
委
員
」
が
中
立
的
な
立
場
で
、

道
の
機
関
に
対
し
、
必
要
な
調

査
等
を
行
い
ま
す
。

　
審
査
の
結
果
、
道
の
業
務
に

不
備
な
点
や
制
度
に
問
題
が
あ

る
と
き
は
、
道
の
機
関
に
是
正

や
改
善
を
求
め
ま
す
。

　
審
査
結
果
ま
で
は
、
お
よ
そ

2
か
月
で
す
。

　
皆
さ
ん
自
身
の
利
害
に
関
わ

る
苦
情
で
あ
れ
ば
「
苦
情
審
査
委

員
」
に
申
し
立
て
が
で
き
ま
す
。

　
も
ち
ろ
ん
、
個
人
情
報
の
保

護
に
も
十
分
配
慮
し
ま
す
。

虚
苦
情
申
立
の
窓
口
は
、
道
庁

の
『
行
政
相
談
セ
ン
タ
ー
』
か
、

各
総
合
振
興
局
（
振
興
局
）
の

『
行
政
相
談
室
』。

許
苦
情
申
立
書
の
付
い
た
リ
ー
フ

レ
ッ
ト
を
用
意
し
て
い
ま
す
。

距
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
で
も
申

立
書
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き

ま
す
。

　
糸
道
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
の
「
組
織

か
ら
探
す
」
の
本
庁
各
部
・
局

糸
総
合
政
策
部
糸
知
事
室
道

政
相
談
セ
ン
タ
ー
糸
道
政
相

談
セ
ン
タ
ー
の
ペ
ー
ジ
糸
２

苦
情
審
査
に
関
す
る
こ
と
（
北

海
道
苦
情
審
査
委
員
制
度
）
糸

４
苦
情
申
立
に
つ
い
て
（
申
立

書
は
こ
ち
ら
）」

鋸
申
立
方
法
は
「
苦
情
申
立
書
」

に
苦
情
等
を
記
載
し
、
郵
送
、

フ
ァ
ッ
ク
ス
、
メ
ー
ル
で
。

問
 北
海
道
総
合
政
策
部
知
事
室

道
政
相
談
セ
ン
タ
ー

　
殺
0
1
1
・
２
０
４
・
５
５
２
３

酸酸町町・・道道民民税税 
【第1期【第1期】】

納期限は

６月30日鍾です
忘れずに納めましょう

忘れないで納期限

問 ＝ お問い合わせ先・予約先

医療事務パート職員募集
【職　　種】患者受付・会計業務（未経験者可）

【勤務場所】せたな町立国保病院

【資 格 等】簡単なパソコン操作のできる方

【勤務時間】8：30～17：30（休憩60分）

【給 与 等】詳細は面談のうえ決定します

【応　　募】ご希望の方は下記まで電話連絡ください

(株)医療保険経理研究所　殺0154-22-0005
（有料広告） 編集後記の回答…広報せたなは今月で119号。なので「１１９」が答えです
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　この欄に掲載をしている方は、本人または
ご家族の同意を得た方のみ掲載しています。

おくやみ申し上げます 　　

○森　　喜一さん    (58歳）愛　知

○奈良　清澄さん　（40歳）北檜山

○長沼ミユキさん    (91歳）西丹羽

○鈴木よ志子さん    (90歳）本町5区

○平山　冨男さん    (79歳）本町10区

○中谷　將之さん    (70歳）西大里

○山本　ハルさん    (90歳）東大里

○古畑タケヱさん    (95歳）元　浦

○髙田　正男さん    (89歳）元　浦

○吉田　フジさん    (95歳）本町6区

○佐賀　サキさん    (90歳）本　陣

○平澤　　 さん    (89歳）　 都

 戸籍年金係からのお知らせ 　　　　                      　　

　 国民年金に関するお問い合わせ先  函館年金事務所 殺 ０１３８-５６-１１６5
　斬本　　庁指町民児童課戸籍年金係 [担当/萩原] 殺 0137-84-5111
　斬瀬棚総合支所指地域町民課住民係 [担当/稲船] 殺 0137-87-3311
　斬大成総合支所指地域町民課住民係 [担当/藤谷] 殺 01398-4-5511

保険料免除・納付猶予制度

“保険料免除制度”
　申請者本人・その配偶者・世帯主のそれぞれの前
年所得が一定以下の場合は、申請することによ
り、前年の所得に応じ保険料の全額または一部
（1/4、半額、3/4）が免除になります。

“保険料納付猶予制度”→ 「若年者納付猶予制度」
　30歳未満の方 （学生を除く）で、本人・配偶者それぞれの前年所得が一
定額以下の場合は、申請書を提出し承認されると保険料の納付が猶予さ
れます。

退職 （失業）による特例免除
　所得審査の対象者のうち、退職 （失業）した人がいる場合、その退職 （失
業）した人の所得を除外して審査が行われます。

保険料納付免除または猶予を希望の方は、申請手続きが必要

【申請に必要なもの】
酸年金手帳・印鑑・離職された方は、離職票または雇用保険受給資格者証
など

酸平成２７年度の申請受付は平成２７年7月1日からとなります。

人口と世帯

５月末現在（前月比）

 （－16）8,731人人 口
（－６）4,975人北檜山区
（－５）1,711人大成区
（－５）2,045人瀬棚区

 （－１）4,126人男

 （－15）4,605人女

 （　０）4,422世帯世 帯

函館年金事務所による年金相談 （完全予約制）
日時：8月5日鐘 11：00～15：2０／場所：せたな町役場

収入の減少や失業等により保険料を納めることが経済的に難しいときは、

「国民年金保険料免除・納付猶予制度」
をご利用ください

戸籍の窓口
（5月1日～5月31日届出）

忘
れ
て
い
ま
せ
ん
か
？
　
        

自
動
車
税
を
納
め
忘
れ

て
い
ま
せ
ん
か
？

　
平
成
　
年
度
の
自
動
車
税
の

27

納
期
限
（
６
月
１
日
）
は
、
す

で
に
過
ぎ
て
い
ま
す
。

　
７
月
上
旬
の
時
点
で
納
税
の

確
認
が
で
き
て
い
な
い
方
に
は

督
促
状
が
送
付
さ
れ
ま
す
の

で
、
ま
だ
納
税
さ
れ
て
い
な
い

方
は
早
急
な
納
付
を
お
願
い
し

ま
す
。（
納
税
の
確
認
に
は
　10

日
程
度
か
か
る
場
合
が
あ
り
ま

す
）
　
放
置
す
る
と
、
差
し
押
さ
え

な
ど
滞
納
処
分
の
対
象
と
な
り

ま
す
。
事
情
に
よ
り
す
ぐ
に
納

付
で
き
な
い
場
合
は
、
納
税
の

相
談
等
も
承
っ
て
い
ま
す
の
で

早
急
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
自
動
車
税
に
つ
い
て
ご
不
明

な
点
は
、
道
税
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
檜
山
振

興
局
税
務
課
ま
で
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

問
 檜
山
振
興
局
税
務
課
納
税
係

殺
0
1
3
9
・
5
2
・
6
4
7
3

善
意
に
感
謝
し
ま
す
　
　
　
　

●
担
い
手
育
成
基
金
と
し
て

金
一
封

・
大
辻
　
公
雄
 様
（
札
幌
市
）

７月14日鍾
 瀬棚総合支所
◎移動町長室は9:00から開設し、終了時刻は
午後以降の町長のスケジュールで流動的
となります。

◎当日は区内を巡回して不在のこともあり
ますので、御用の際は事前に予定をお問い
合わせください。

◎公務の都合上、急に日程を変更する場合も
ありますのでご理解願います。

「嫌や（188）！泣き寝入り！」≪消費者ホットライン「188＝嫌や！」スタート≫
７月１日から、悪質商法・訪問販売等の消費生活相談窓口を案内する「消費者ホットライン」の電話番号が、利用しやすいよう「188」
となります。トラブルにあったり不安に思うことがある時は、一人で悩まず、まずは「188」にお電話を。


